
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る

規 程 を 公 布 す る 。  

平 成 25年 ３ 月 29日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ９ 号  

   大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を  

改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域

水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 25号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 勤続 期 間 の 計 算）  

第 17条  （ 略 ）  

２ ―４  （ 略 ）  

５  （ 略 ）  

(1) （ 略 ）  

(2) 他 の地 方 公共 団 体 又 は特定 地 方 独 立

行 政法 人（ 以 下「 地 方 公共 団 体 等 」と

い う。）で 、退 職手 当 に関 す る 規 定 又

は 退職 手 当 の 支 給の 基 準に お い て 、当

該 地方 公 共 団 体 等以 外 の地 方 公 共 団

体 若 しくは特 定 地 方 独 立行 政 法 人 の公

務 員又 は 一 般 地 方独 立 行政 法 人（ 地 方

独 立行 政 法 人 法 第 55条に規 定する一 般

地 方独 立 行 政 法 人 をいう。以 下 同 じ。）、

地 方公 社（ 地 方 住宅 供 給公 社 、地 方 道

路 公社 及 び 土 地 開発 公 社を い う 。以 下

同 じ。）若 し く は 公 庫 等（ 国 家 公務 員

退 職手 当 法 第 ７条 の２第 １項 に規 定す

る 公庫 等 を い う 。以 下 同じ 。）（ 以 下

「 一般 地 方 独 立 行政 法 人等 」と い う 。）

に 使用 さ れ る 者（ 役 員 及び 常 時 勤 務に

服 する こ と を 要 しな い 者を 除 く 。以 下

「 一般 地 方 独 立 行政 法 人等 職 員 」と い

う 。）が 任命 権 者 若 し くは そ の 委 任を

受けた者又 は一 般地 方 独立 行 政 法 人 等

の 要請 に 応 じ 、退 職 手 当を 支 給 さ れな

い で、引 き 続 い て当 該 地方 公 共 団 体 等

の 公務 員 と な っ た場 合 に、当 該 地 方 公

共 団体 等 以 外 の地 方 公 共団 体 若 しくは

特 定地 方 独 立 行 政法 人 の公 務 員 又 は一

般 地方 独 立 行 政 法人 等 職員 としての勤

続 期間 を当 該 地 方公 共 団体 等 の公 務 員

としての勤 続 期 間に通 算することと定

め てい る も の の 公務 員（以 下「 特 定 地

方 公務 員 」と い う 。）が 、任 命 権 者 又

は その 委 任 を 受 けた 者 の要 請 に 応 じ 、

引き続 いて一 般 地 方 独 立行 政 法 人 又は

 

（ 勤続 期 間 の 計 算）  

第 17条  （ 略 ）  

２ ―４  （ 略 ）  

５  （ 略 ）  

(1) （ 略 ）  

(2) 他 の地 方 公共 団 体 又 は特定 地 方 独 立

行 政法 人（ 以 下「 地 方 公共 団 体 等 」と

い う。）で 、退 職手 当 に関 す る 規 定 又

は 退職 手 当 の 支 給の 基 準に お い て 、当

該 地方 公 共 団 体 等以 外 の地 方 公 共 団

体 若 しくは特 定 地 方 独 立行 政 法 人 の公

務 員又 は 一 般 地 方独 立 行政 法 人（ 地 方

独 立行 政 法 人 法 第 55条に規 定する一 般

地 方独 立 行 政 法 人 をいう。以 下 同 じ。）、

地 方公 社（ 地 方 住宅 供 給公 社 、地 方 道

路 公社 及 び 土 地 開発 公 社を い う 。以 下

同 じ。）若 し く は 公 庫 等（ 国 家 公務 員

退 職手 当 法 第 ７条 の２第 １項 に規 定す

る 公庫 等 を い う 。以 下 同じ 。）（ 以 下

「 一般 地 方 独 立 行政 法 人等 」と い う 。）

に 使用 さ れ る 者（ 役 員 及び 常 時 勤 務に

服 する こ と を 要 しな い 者を 除 く 。以 下

「 一般 地 方 独 立 行政 法 人等 職 員 」と い

う 。）が 企 業 長 若し く はそ の 委 任 を 受

けた者 又 は一 般 地 方 独 立行 政 法 人 等の

要 請に 応 じ 、退 職 手 当 を支 給 さ れ ない

で 、引 き 続い て 当 該 地 方公 共 団 体 等の

公 務員 と な っ た 場合 に 、当 該 地 方 公 共

団 体等 以 外 の地 方 公 共 団体 若 しくは特

定 地方 独 立 行 政 法人 の公務 員 又 は一 般

地 方独 立 行 政 法 人等 職 員 としての勤 続

期 間 を当該 地 方 公 共 団 体等 の公 務 員と

しての 勤 続 期 間に 通 算す るこ とと 定め

て いる も の の 公 務員（ 以下「 特 定 地 方

公 務員 」と い う 。）が 、企 業 長の 要 請

に 応じ 、引 き 続 いて 一 般地 方 独 立 行 政

法 人又 は 地 方 公 社で 、退 職 手当（ こ れ



地 方公 社 で 、退 職 手 当（ こ れに 相 当す

る 給与 を 含 む 。以下 こ の項 に お い て 同

じ。）に関 す る 規 程 に おい て 、地方 公

務 員又 は他 の一 般地 方 独立 行 政 法 人 等

職 員が任 命 権者 若 しくはその委 任 を受

けた者 又 は一 般 地 方 独 立行 政 法 人 等の

要 請に 応 じ 、退 職 手 当 を支 給 さ れ ない

で 、引 き 続 い て 当該 一 般地 方 独 立 行 政

法 人又 は地 方 公 社 に使 用 される者 とな

っ た場 合 に 、地 方公 務 員又 は 他 の 一 般

地 方独 立 行 政 法 人等 職 員 としての勤 続

期 間を 当 該 一 般 地方 独 立行 政 法 人 又

は地方 公 社 に使用 される者 としての勤

続 期間 に 通 算す るこ とと 定め てい るも

の に使 用 さ れ る 者（ 役 員及 び 常 時 勤 務

に 服す る こ と を 要し な い者 を 除 く 。以

下 それ ぞ れ「 特 定一 般 地方 独 立 行 政 法

人 職員 」又 は「 特 定 地 方公 社 職 員 」と

い う 。）と な る ため 退 職し 、か つ 、引

き続き特 定 一 般 地方 独 立行 政 法 人 職 員

又 は特 定地 方 公 社 職 員 として在 職 した

後 引 き続 いて再 び特 定 地方 公 務 員 とな

る ため 退 職 し 、かつ 、引き 続 き 職 員 以

外 の地 方 公務 員 とし て在 職 した後 さら

に引 き 続い て職 員 と なった 場 合 におい

て は 、先 の職 員 以 外 の 地方 公 務 員 とし

ての引 き続 いた在 職 期 間の始 期から後

の職 員 以 外 の地方 公 務 員 としての引 き

続 いた 在 職 期 間 の終 期 まで の 期 間  

(3) 特 定 地方 公 務 員 又 は国 家 公 務 員 が 、

任 命権 者 又 はその委 任を受けた者の要

請 に応 じ 、引 き 続い て 公庫 等 で 、退 職

手 当に 関 す る 規 程に お いて 、地 方 公 務

員 又は他 の一 般 地方 独 立行 政 法 人 等 職

員 が、任 命 権 者 若し く はそ の 委 任 を 受

けた者 又 は一 般 地 方 独 立行 政 法 人 等の

要 請に 応 じ 、退 職 手 当 を支 給 さ れ ない

で 、引 き 続い て 当 該 公 庫等 に 使 用 され

る 者と な っ た 場 合に 、地 方 公 務員 又 は

他 の一 般地 方 独 立 行 政 法人 等 職 員 とし

ての勤 続 期 間 を当該 公 庫等 に使 用 され

る者 とし ての 勤 続 期 間に 通 算す るこ と

と 定め て い る も のに 使 用さ れ る 者（ 役

員 及び 常 時 勤務 に 服 するこ とを 要し な

い 者を 除 く 。 以 下「 特 定公 庫 等 職 員 」

と いう 。 ） と な るた め 退職 し 、 か つ 、

引 き続 き特 定公 庫 等 職 員 として在 職し

た後引 き続 いて再び特 定地 方 公 務 員 又

は国家 公 務 員 となるため退 職 し、かつ、

引 き続 き職 員 以 外 の地 方公 務 員 等 とし

て在 職 した 後さ らに 引き 続 いて 職 員と

な った 場 合 に お いて は 、先 の 職 員 以 外

の地 方 公 務 員 等としての引 き続 いた在

職 期間 の始 期 から後 の職員 以 外 の地 方

公 務員 等 としての引 き続 いた在 職 期間

の 終期 ま で の 期 間  

(4)・ (5) （ 略 ）  

(6) 職 員 が 、任 命権 者 又は そ の 委 任 を受

に 相当 す る 給 与 を含 む 。以 下 この 項 に

お いて 同 じ 。）に 関す る 規程 に お い て 、

地 方公 務 員 又 は他の一 般地 方 独 立 行 政

法 人等 職 員 が企 業長 又 は一 般 地 方 独 立

行 政法 人 等 の 要 請に 応 じ 、退 職手 当 を

支 給さ れ な い で 、引 き 続い て 当 該 一 般

地 方独 立 行 政 法 人又 は地方 公 社 に使 用

さ れる 者 と な っ た場 合 に、地 方 公 務 員

又 は他 の一 般 地 方独 立 行政 法 人 等 職 員

としての勤 続 期 間を当 該一 般 地 方 独 立

行 政法 人 又 は地 方公 社 に使 用 される者

としての勤 続 期 間に通 算することと定

め てい る も の に 使用 さ れる 者（ 役 員 及

び常時 勤 務 に服 することを要 しない者

を 除く 。以 下 そ れぞ れ「特 定 一 般 地 方

独 立行 政 法 人 職 員」又 は「 特 定 地 方 公

社 職員 」と い う 。）と な るた め 退 職 し 、

か つ、引 き 続 き 特定 一 般地 方 独 立 行 政

法 人職 員 又 は特定 地 方 公社 職 員 として

在 職 した後 引 き続 いて再 び特 定 地方 公

務 員と な る た め 退職 し 、か つ 、引 き 続

き職 員 以外 の地 方 公 務 員 として在 職し

た後 さらに引 き続 いて職 員 となった場

合 にお い て は 、先の 職 員以 外 の 地 方 公

務 員としての引き続 いた在 職 期間 の始

期 から後 の職 員 以外 の地 方 公務 員 とし

ての 引き 続い た在 職 期 間の 終 期ま での

期 間  

 

(3) 特 定 地方 公 務 員 又 は国 家 公 務 員 が 、

企 業長 の 要 請 に 応じ 、引き 続 い て 公 庫

等で、退 職 手 当に関 する規 程 において、

地 方公 務 員 又 は他の一 般地 方 独 立 行 政

法 人等 職 員 が 、企業 長 又は 一 般 地 方 独

立 行政 法 人 等 の 要請 に 応じ 、退 職 手 当

を 支給 さ れ な い で、引 き続 い て 当 該 公

庫 等に 使 用 さ れ る者 と なっ た 場 合 に 、

地 方公 務 員 又 は他の一 般地 方 独 立 行 政

法 人等 職 員 としての勤 続期 間 を当 該 公

庫 等に使 用される者 としての勤 続 期 間

に通 算 することと定 めているものに使

用 され る 者（ 役 員 及 び 常時 勤 務 に 服す

る こと を 要 し な い者 を 除く 。以 下「 特

定 公庫 等 職 員 」と い う。）と な るた め

退 職し 、か つ 、引き 続 き特 定 公 庫 等 職

員 として在 職した後 引 き続 いて再び特

定 地方 公 務 員 又 は国 家 公務 員 となるた

め 退職 し 、か つ 、引 き 続き 職 員 以 外の

地 方公 務 員 等 として 在 職 した後 さらに

引き 続 いて 職 員と な った 場 合に おいて

は 、先 の 職員 以 外 の 地 方公 務 員 等 とし

ての引 き続 いた在 職 期 間の始 期から後

の職 員 以外 の地 方 公 務 員等 としての引

き 続い た 在 職 期 間の 終 期ま で の 期 間  

 

 

(4)・ (5) （ 略 ）  

(6) 職 員 が 、企業 長 の 要請 に 応 じ 、特 定



け た者 の 要 請 に 応じ 、特定 一 般 地 方 独

立 行政 法 人 等 職 員と な るた め 退 職 し 、

か つ、引 き 続 き 特定 一 般地 方 独 立 行 政

法 人等 職 員 として在 職 した後 引 き続い

て 特定 地 方 公 務 員と な るた め 退 職 し 、

か つ、引 き 続 き 職員 以 外の 地 方 公 務 員

として 在 職し た 後 引 き続 いて 職 員と な

っ た場 合 に お い ては 、先 の 職 員と し て

の引 き続 いた在 職 期 間の始 期から職員

以 外 の地 方公 務 員 としての引 き続 いた

在 職期 間 の 終 期 まで の 期間  

(7) 職 員 が 、任 命権 者 又は そ の 委 任 を受

け た者 の 要 請 に 応じ 、特定 公 庫 等 職 員

と なる た め 退 職 し、か つ、引 き 続 き 特

定 公庫 等 職 員 として在 職 した後 引 き続

い て国 家 公 務 員 とな る ため 退 職 し 、か

つ 、引 き 続き 国 家 公 務 員と し て 在 職し

た後 引 き続 いて 職 員 となっ た 場合 にお

い ては 、先 の 職 員 と し ての 引 き 続 いた

在 職期 間 の始 期 から国 家公 務 員 として

の引 き続いた在 職期 間の終 期 までの期

間  

６  移 行 型 一 般 地方 独 立行 政 法 人 （ 地方 独

立 行政 法 人 法 第 59条 第 ２項 に 規 定 す る移

行 型一 般 地 方 独 立行 政 法人 を い う 。 以下

同 じ。 ） の 成 立 の日 の 前日 に 特 定 地 方公

務 員と し て 在 職 し、 同 項の 規 定 に よ り引

き 続い て 特 定 一 般地 方 独立 行 政 法 人 職員

と なっ た 者 に 対 する 前 項第 ２ 号 の 規 定の

適 用に つ い て は 、同 条 第２ 項 の 規 定 によ

り 地方 公 務 員 と して の 身分 を 失 っ た こと

を 任命 権 者 の 要 請に 応 じ特 定 一 般 地 方独

立 行政 法 人 職 員 とな る ため 退 職 し た こと

と みな す 。  

７ ― 10 （ 略 ）  

 

（ 特定 一 般 地 方 独立 行 政法 人 等 か ら 復帰 し

た 職員 等 の 在 職 期間 の 計算 ）  

第 18条  職 員 の うち 、 任命 権 者 又 は その 委

任 を受 け た 者 の 要請 に 応じ 、 引 き 続 いて

特 定一 般 地 方 独 立行 政 法人 等 職 員 と なる

た め退 職 し 、 か つ、 引 き続 き 特 定 一 般地

方 独立 行 政 法 人 等職 員 とし て 在 職 し た後

引 き続 い て 再 び 職員 と なっ た 者 の 前 条第

１ 項の 規 定 に よ る在 職 期間 の 計 算 に つい

て は、 先 の 職 員 とし て の在 職 期 間 の 始期

か ら後 の 職 員 と して の 在職 期 間 の 終 期ま

で の期 間 は 、 職 員と し ての 引 き 続 い た在

職 期間 と み な す 。  

２  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  

(1) 職 員 が 、任 命権 者 又は そ の 委 任 を受

け た者 の 要 請 に 応じ 、引き 続 い て 特 定

一 般地 方 独 立 行 政法 人 等職 員 となるた

め 退職 し 、か つ 、引 き 続き 特 定 一 般 地

方 独立 行 政 法 人 等職 員 として在職 した

後 引 き続 いて特 定 地 方 公務 員 となるた

め 退職 し 、か つ 、引 き 続き 特 定 地 方 公

一 般地 方 独 立 行 政法 人 等職 員 となるた

め 退職 し 、か つ 、引 き 続き 特 定 一 般 地

方 独立 行 政 法 人 等職 員 として在職 した

後 引 き続 いて特 定 地 方 公務 員 となるた

め 退職 し 、か つ 、引 き 続き 職 員 以 外の

地 方公 務 員 として在 職 した後 引 き続い

て 職員 と な っ た 場合 に おい て は 、先 の

職 員としての引き続 いた在 職 期間 の始

期 から職 員 以 外 の地 方 公務 員 としての

引き続いた在 職期 間 の終 期までの期 間  

 

(7) 職 員 が 、企業 長 の 要請 に 応 じ 、特 定

公 庫等 職 員 と な るた め 退職 し 、 か つ 、

引 き続 き特 定公 庫 等 職 員 として在 職し

た後 引き 続 いて 国 家 公 務員 とな るため

退 職し 、か つ 、引 き 続 き国 家 公 務 員と

して 在 職した 後 引 き 続い て 職員 とな っ

た 場合 に お い て は 、先 の職 員 と し ての

引 き続 いた在 職 期間 の始 期 から国 家 公

務 員としての引き続 いた在 職 期間 の終

期 まで の 期 間  

 

６  移 行 型 一 般 地方 独 立行 政 法 人 （ 地方 独

立 行政 法 人 法 第 59条 第 ２項 に 規 定 す る移

行 型一 般 地 方 独 立行 政 法人 を い う 。 以下

同 じ。 ） の 成 立 の日 の 前日 に 特 定 地 方公

務 員と し て 在 職 し、 同 項の 規 定 に よ り引

き 続い て 特 定 一 般地 方 独立 行 政 法 人 職員

と なっ た 者 に 対 する 前 項第 ２ 号 の 規 定の

適 用に つ い て は 、同 条 第２ 項 の 規 定 によ

り 地方 公 務 員 と して の 身分 を 失 っ た こと

を 企業 長 の 要 請 に応 じ 特定 一 般 地 方 独立

行 政法 人 職 員 と なる た め退 職 し た こ とと

み なす 。  

７ ― 10 （ 略 ）  

 

（ 特定 一 般 地 方 独立 行 政法 人 等 か ら 復帰 し

た 職員 等 の 在 職 期間 の 計算 ）  

第 18条  職 員 の うち 、企 業長 の 要 請 に 応じ 、

引 き続 い て 特 定 一般 地 方独 立 行 政 法 人等

職 員と な る た め 退職 し 、か つ 、 引 き 続き

特 定一 般 地 方 独 立行 政 法人 等 職 員 と して

在 職し た 後 引 き 続い て 再び 職 員 と な った

者 の前 条 第 １ 項 の規 定 によ る 在 職 期 間の

計 算に つ い て は 、先 の 職員 と し て の 在職

期 間の 始 期 か ら 後の 職 員と し て の 在 職期

間 の終 期 ま で の 期間 は 、職 員 と し て の引

き 続い た 在 職 期 間と み なす 。  

 

２  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  

(1) 職 員 が 、企 業長 の 要請 に 応 じ 、引き

続 いて特 定 一 般 地方 独 立行 政 法 人 等 職

員 とな る た め 退 職し 、か つ 、引き 続 き

特 定一 般 地 方 独 立行 政 法人 等 職 員 と

して在職 した後 引き続いて特 定 地 方 公

務 員と な る た め 退職 し 、か つ 、引 き 続

き特 定 地方 公 務 員 として在 職 した後 引



務 員とし て 在 職した 後 引き 続い て 再び

特 定一 般 地 方 独 立行 政 法人 等 職 員 と

な るた め 退 職 し 、か つ 、引 き 続 き 特 定

一 般地 方 独 立 行 政法 人 等職 員 として在

職し た 後引 き 続い て 再び 職 員と なっ た

場 合に お い て は 、先 の 職員 と し て の 引

き続 いた在 職 期間 の始 期から後 の特定

一 般地 方 独 立 行 政法 人 等職 員 としての

引き続いた在 職期 間 の終 期までの期 間  

(2) 職 員 が 、任 命権 者 又は そ の 委 任 を受

け た者 の 要 請 に 応じ 、引き 続 い て 特 定

公 庫等 職 員 と な るた め 退職 し 、 か つ 、

引 き続 き特 定公 庫 等 職 員 として在 職し

た後 引き 続 いて 国 家 公 務員 とな るため

退 職し 、か つ 、引 き 続 き国 家 公 務 員と

して在 職した後 引き続いて再び特 定 公

庫 等職 員 と な る ため 退 職し 、か つ 、引

き続 き特 定 公 庫等 職 員 として在 職 した

後 引き 続い て 再び 職 員と なった 場 合に

お いて は 、先 の 職 員 と して の 引 き 続い

た在職 期 間 の始 期から後の特 定 公 庫 等

職 員としての引き続 いた在 職 期間 の終

期 まで の 期 間  

(3) 特 定 地方 公 務 員 が 、任 命 権 者 又 はそ

の 委任 を 受 け た 者の 要 請に 応 じ 、引 き

続 いて特 定 一 般 地方 独 立行 政 法 人 等 職

員 とな る た め 退 職し 、か つ 、引き 続 き

特 定一 般 地 方 独 立行 政 法人 等 職 員 と

して 在 職した 後 引 き 続い て 職員 とな っ

た 場合 に お い て は、職 員以 外 の 地 方 公

務 員としての引き続 いた在 職 期間 の始

期 から特 定 一 般 地方 独 立行 政 法 人 等 職

員としての引 き続 いた在 職 期 間の終 期

ま での 期 間  

(4) 国 家 公務 員 が 、任 命権 者 又 は そ の委

任 を受 け た 者 の 要請 に 応じ 、引 き 続 い

て 特定 公 庫 等 職 員と な るた め 退 職 し 、

か つ 、引 き続 き 特 定 公 庫等 職 員 と して

在 職した後 引き続 いて職員 となった場

合 にお い て は 、国家 公 務員 と し て の 引

き続 いた在 職 期 間 の始 期 から特 定公 庫

等 職員 として の引 き 続 いた在 職 期 間の

終 期ま で の 期 間  

(5)・ (6) （ 略 ）  

４ ・５  （ 略 ）  

 

   附  則  

 

１ ―６  （ 略 ）  

（ 退職 手 当 の 基 本額 に 係る 特 例 ）  

 

７  当 分 の 間 、 35年 以 下の 期 間 勤 続 して 退

職 した 者 に 対 す る退 職 手当 の 基 本 額 は、

第 ６条 か ら 第 10条ま で の規 定 に よ り 計算

した額 にそれぞれ100分 の87を乗 じて得 た

額 とす る 。 こ の 場合 に おい て 、 第 16条中

「 前条 」 と あ る のは 、 「前 条 並 び に 附則

第 ７項 」 と す る 。  

き続 いて再 び特 定 一 般 地方 独 立 行 政 法

人 等職 員 と な る ため 退 職し 、か つ 、引

き続き特 定 一 般 地方 独 立行 政 法 人 等 職

員 として在 職した後 引 き続 いて再び職

員 とな っ た 場 合 にお い ては 、先 の 職 員

として の引 き 続いた 在 職期 間 の 始期 か

ら後の特 定 一 般 地方 独 立行 政 法 人 等 職

員としての引 き続 いた在 職 期 間の終 期

ま での 期 間  

(2) 職 員 が 、企 業長 の 要請 に 応 じ 、引き

続いて特 定 公 庫 等 職 員となるため退 職

し 、か つ 、引 き 続 き 特 定公 庫 等 職 員と

して在職 した後 引き続いて国 家 公 務 員

と なる た め 退 職 し、か つ、引 き 続 き 国

家 公務 員 として在 職 した後 引 き続 いて

再 び特 定 公 庫 等 職員 と なる た め 退 職

し 、か つ 、引 き 続 き 特 定公 庫 等 職 員と

して 在職 した 後 引き 続い て再 び 職 員と

な った 場 合 に お いて は 、先 の 職員 と し

ての引 き続 いた在 職 期 間の始 期から後

の特 定 公 庫等 職 員 としての引 き続 いた

在 職期 間 の 終 期 まで の 期間  

 

(3) 特 定 地方 公 務 員 が 、企 業 長 の 要 請に

応 じ、引 き 続 い て特 定 一般 地 方 独 立 行

政 法人 等 職 員 となるため退 職し、かつ、

引 き続 き特 定 一 般地 方 独立 行 政 法 人 等

職 員として在 職 した後 引き続 いて職 員

と なっ た 場 合 に おい て は 、職 員以 外 の

地 方公 務 員 としての引き続いた在 職期

間の始 期から特 定一 般 地方 独 立 行 政 法

人 等職 員 としての引 き続 いた在 職 期間

の 終期 ま で の 期 間  

 

(4) 国 家 公務 員 が、企 業 長 の要 請 に応 じ、

引 き続 いて特 定 公 庫 等 職員 となる ため

退 職し 、か つ 、引き 続 き特 定 公 庫 等 職

員と して 在 職した 後 引き 続い て 職 員と

な った 場 合 に お いて は 、国 家 公務 員 と

しての 引き 続 いた 在 職 期間 の 始 期から

特 定公 庫 等 職 員としての引き続いた在

職 期間 の 終 期 ま での 期 間  

 

(5)・ (6) （ 略 ）  

４ ・５  （ 略 ）  

 

   附  則  

 

１ ―６  （ 略 ）  

（ 長期 勤 続 者 等 に対 す る退 職 手 当 に 係る 特

例 ）  

７  当 分 の 間 、 20年 以 上 35年 以 下 の 期間 勤

続 して 退 職 し た 者（ 傷 病又 は 死 亡 に よら

ず 、そ の 者 の 都 合に よ り退 職 し た 者 （第

22条第 １ 項 各 号 に掲 げ る者 を 含 む 。 次項

に おい て 同 じ 。 ）を 除 く。 ） に 対 す る退

職 手当 の 基 本 額 は、 第 ６条 か ら 第 10条ま

での規 定により計 算した額 にそれぞれ100



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 同 年 ９ 月 30日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 大 阪

広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程（ 以 下 こ の 項 に お い て「 新

退 職 手 当 規 程 」 と い う 。 ） 附 則 第 ７ 項 （ 新 退 職 手 当 規 程 附 則 第 ９ 項 及

び 第 10項 に お い て そ の 例 に よ る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 ８ 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、新 退 職 手 当 規 程 附 則 第 ７ 項 中「 100分 の 87」と あ る の は 、

「 100分 の 92」 と す る 。  

 

８  当 分 の 間 、 36年 以 上 42年 以 下 の 期間 勤

続 して 退 職 し た 者で 第 ６条 第 １ 項 の 規定

に 該当 す る 退 職 をし た もの に 対 す る 退職

手 当の 基 本 額 は 、同 項 又は 第 ９ 条 の 規定

に より 計 算 し た 額に 前 項に 定 め る 割 合を

乗 じて 得 た 額 と する 。  

 

９  （ 略 ）  

 

10 当 分 の 間 、 42年 を 超え る 期 間 勤 続し て

退 職し た 者 で 第 ６条 第 １項 の 規 定 に 該当

す る退 職 を し た もの に 対す る 退 職 手 当の

基 本額 は 、 同 項 の規 定 にか か わ ら ず 、そ

の 者が 同 条 例 第 ８条 の 規定 に 該 当 す る退

職 をし た も の と し、 か つ、 そ の 者 の 勤続

期 間を 35年 と し て附 則 第７ 項 の 規 定 の例

に より 計 算 し て 得ら れ る額 と す る 。  

 

分 の 104を 乗 じ て 得た 額 とす る 。  

８  当 分 の 間 、 36年 の 期間 勤 続 し て 退職 し

た 者で 第 ６ 条 第 １項 の 規定 に 該 当 す る退

職 をし た も の （ 傷病 又 は死 亡 に よ ら ず、

そ の者 の 都 合 に より 退 職し た 者 を 除 く。）

に 対す る 退 職 手 当の 基 本額 は 、 そ の 者の

勤 続期 間 を 35年 とし て 前項 の 規 定 の 例に

よ り計 算 し て 得 られ る 額と す る 。  

９  （ 略 ）  

（ 一般 の 退 職 手 当の 額 に係 る 特 例 ) 

10 当 分 の 間 、 一般 の 退職 手 当 の 額 は、 第

５ 条か ら 第 10条 まで 、 第 12条 か ら 第 16条

ま で、 附 則 第 ３ 項、 第 ５項 及 び 第 ６ 項か

ら 第８ 項 ま で の 規定 に より 計 算 し た 額に

そ れぞ れ 100分 の 95を 乗 じて 得 た 額（ その

額 に１ 円 未 満 の 端数 を 生じ た と き は 、こ

れ を切 り 上 げ た 額） と する 。  

 


